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変　更　理　由　書

　 本業務は、令和7年8月27日付で株式会社ニュージェック　中部支店と契約し鋭意履行中であるが、以下の理
由により変更を行うものである。

（適用条文：業務契約書第18条）

令和7年度　清水港新興津岸壁（-15m）端部構造検討業務

株式会社ニュージェック　中部支店

細部設計（矢板式護岸）の図面作成、数量計算のタイプ数の変更

（適用条文：）

（適用条文：）

国土交通省　中部地方整備局　清水港湾事務所




